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凡 例

略語例

1 法令

改正法

法

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成16年法律第84号）

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成16年法律第84号）

による改正後の行政事件訴訟法

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成16年法律第84号）

による改正前の行政事件訴訟法

民事訴訟法

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成16年法律第84号）

による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権

限等に関する法律

民事訴訟費用等に関する法律

民事訴訟規則

改正前法

民訴法
●

権限法

《鯵
民訴費用法

民訴規則

2裁判例の表示例

（例）最高一小昭52． 2． 17判，民集31巻1号50頁

最高裁判所第一小法廷昭和52年2月17日判決，最高裁判所民事判例集第

31巻第1号50頁以下

裁判例の表示における裁判所名

最高一小 最高裁判所第一小法廷

大阪高 大阪高等裁判所

東京地 東京地方裁判所

』

１

3文献

改正行訴執務資料 行政裁判資料第78号・改正行政事件訴訟法執務資料（平

17）

小林久起ほか・行政事件訴訟法（平16 ．商事法務）

三宅省三ほか編・注解民事訴訟法Ⅱ （平12．青林書院）

中込秀樹ほか・改訂行政事件訴訟の一般的問題に関する実務

的研究（司法研究報告書45輯2号） （平12）

藤田耕三ほか・行政事件訴訟法に基づく執行停止をめぐる実

務上の諸問題（司法研究報告書34輯1号） （昭58）

鋤
小林・行訴法

三宅ほか・注解

実務的研究

１
０
１

実務上の諸問題

雑誌等

民集

集民

行裁集

行裁月報

4

最高裁判所民事判例集

最高裁判所裁判集民事

行政事件裁判例集

行政裁判月報
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下民集

訟務

判時

ひろば

書協会報

下級裁判所民事裁判例集

訟務月報

判例時報

法律のひろば

全国書協会報
I

5規程，通達

行政事件記録符号規程 行政事件記録符号規程（昭和38年最高裁判所規程第3

号）

事件記録等保存規程(昭和39年最高裁判所規程第8号）

「事件記録等保存規程の運用について」 （平成4年2月

7日付け最高裁総三第8号事務総長依命通達）

「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」

（平成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長

通達）

「帳簿諸票の備付け及び保存に関する事務の取扱いにつ

いて」 （平成4年8月21日付け最高裁総三第28号総

務局長通達）

「民事訴訟記録の編成について」 （平成9年7月16日

付け最高裁総三第77号事務総長通達）

「行政事件及び行政事件関連民事事件，労働関係民事事

件並びに知的財産権関係民事事件の事件報告について」

（平成8年7月24日最高裁行一第126号行政局長通

達）

』

保存規程

保存通達

’

受付分配通達

帳簿諸票取扱彌津

記録編成通達

事件報告通達

’
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はしがき

この冊子は，行政事件訴訟法の改正により影響を受ける書記官事務に関する留意点をま

とめたものである。行政事件一般の事務処理にも参考となるよう，事務の流れに沿って構

成し，行政事件訴訟法に関する一般的事項についても適宜解説を加えた。

なお，改正法に関する理論的な問題点等については，既に刊行されている行政裁判資料

第78号を是非とも参照していただきたい。

平成17年3月

最高裁判所事務総局行政局
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【受付～訴状審査に関する事務】

第1 取消訴訟

1 管轄注】

（1） 従前の管轄の定め

取消訴訟は，原則として，被告となる行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属

するものとされ（改正前法12条1項),土地の収用，鉱業権の設定その他の不動産

又は特定の場所（以下「不動産等」という｡）に係る処分又は裁決（以下「処分等」

という｡）の取消訴訟についてはその不動産等の所在地の裁判所（法12条2項）や，

取消しの対象とされている処分等に関する事案の処理に当たった下級行政機関の所在

地の裁判所（法12条3項）にも提起できるものとされていた。

1

1

(2) 改正後の管轄の定め

ア被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

今回の改正では，取消訴訟の被告適格者が原則として処分等をした行政庁が所

属する国又は公共団体に改められたことに伴い，被告の普通裁判籍の所在地を管

轄する地方裁判所にも管轄が認められた（法12条1項)。したがって，例えば国

に所属する行政庁がした処分等の取消訴訟で国を被告とするものは，東京地方裁

判所が管轄を有することとなった（民訴法4条6項，権限法1条)。
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イ処分等をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所

処分等をした行政庁は原則として取消訴訟の被告ではなくなったが，管轄の関

係では， これまでと同様，その所在地を管轄する地方裁判所が管轄を有するもの

．とされている（法12条1項)。

なお，法12条1項の「処分若しくは裁決をした行政庁」とは，法11条1項か

っこ書により，権限を承継した他の行政庁も含むものと解される点に注意が必要

である。

1

③ ウ不動産等の所在地，下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所

不動産等に係る処分等の取消訴訟に係る当該不動産等の所在地の裁判所， 当該

処分等の事案処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所については， これま
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注1 取消訴訟以外の訴訟の管轄の定め

取消訴訟以外の抗告訴訟も法12条の規定が準用されているため（法38条1項)， この管轄の定め

に従うことになる。当事者訴訟については，抗告訴訟の規定を準用する法41条が法12条を準用し

ていないため，個別法で特に定めがある場合を除き，民訴法により管轄が定まることになる（法7

条)。
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0

1

でと同様，管轄が認められている（法12条2項， 3項)。注2

工原告住所地を管轄する高等裁判所所在地を管轄する地方裁判所

国民の行政訴訟へのアクセス拡充という観点から，原告住所地を管轄する高等

裁判所の所在地を管轄する地方裁判所（以下「特定管轄裁判所」という｡）にも管

轄が認められることとなった（法12条4項)。注3戯‘

なお， この特定管轄裁判所の規定は，国又は独立行政法人等（独立行政法人通

則法2条1項の独立行政法人や法の別表に掲げられている法人をいう。以下同じ｡）

を被告とする取消訴訟にのみ適用されるので，例えば地方公共団体を被告とする

取消訴訟には適用されない。

I

、

(3)具体例

ア国が被告の場合

国を被告とする取消訴訟は，被告の普通裁判籍を基準として東京地方裁判所が管轄

し（民訴法4条6項)，併せて，処分等をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所，

原告の住所地を管轄する高等裁判所所在地を管轄する地方裁判所も管轄することにな

る。

また，事案によっては，不動産等に係る処分等の当該不動産等所在地を管轄する地

方裁判所，処分等の処理に当たった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所が管

轄する場合がある。

例えば，

①三重県在住の者が？同県に所在する税務署長が同人に対して行った国税の課税処

分の取消訴訟を提起する場合には，被告（国）の普通裁判籍を基準として東京地方

裁判所が，処分をした行政庁の所在地を基準として津地方裁判所が，原告の住所地

を基準として名古屋地方裁判所が，それぞれ管轄することになる。
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注2法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」とは，当該処分又は裁決に関し事案

の処理そのものに実質的に関与した下級行政機関をいい〈最高三小平13． 2． 27決，民集55巻

1号149頁)，最高裁判例では，①社会保険庁長官のした障害基礎年金の既払い分に関する支給停止

処分等における知事（前掲最高三小平13． 2． 27決)，総務庁恩給局長がした旧軍人普通恩給の改

定請求を却下する旨の処分における知事（最高二小平15． 3． 14決，集民209号255頁）が

「事案の処理に当たった下級行政機関」に当たるとされたものがある。そのほか，実務上，国税不服

審判所長に対する各支部の首席審判官などもこれに該当するものと解されている。 ・

注3特定管轄裁判所の定めは，平成13年4月1日施行の行政機関の保有する情報の公開に関する法

律において既に導入されていたが，今回の改正により，抗告訴訟一般に認められることとなった。

注4 「管轄する高等裁判所」には高等裁判所支部は含まれない（改正行訴執務資料52頁参照)。した

がって，特定管轄裁判所として管轄が認められ得るのは，東京地方裁判所，大阪地方裁判所，名古屋

地方裁判所，広島地方裁判所，福岡地方裁判所，仙台地方裁判所，札幌地方裁判所，高松地方裁判所

となる。
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４
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この事例の場合には，原告住所地が三重県であることから，名古屋高等裁判所の所在地を管轄

する名古屋地方裁判所が特定管轄裁判所となる（法12条4項)。

②国土交通省の九州地方整備局長（所在地は福岡県）が職員に対して懲戒処分を行

った場合で，当該処分を受けた者の住所が鹿児島県で,.かつ，意見を具申する等し

て事案処理に当たった下級行政機関の所在地も鹿児島県であったとすると，当該処

分の取消訴訟については,被告（国）の普通裁判籍を基準として東京地方裁判所が，

処分をした行政庁の所在地及び原告の住所地を基準として福岡地方裁判所が,また，

事案処理に当たった下級行政機関の所在地を基準として鹿児島地方裁判所が，それ

ぞれ管轄することになる。

↓
↓
、
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⑲

『

↑

この事例の場合には，原告住所地が鹿児島県であることから，福岡高等裁判所の所在地を管鞠

する福岡地方裁判所が特定管轄裁判所となる（法12条4項)。

イ地方公共団体が被告の場合

被告が地方公共団体の場合には，その普通裁判籍を管轄する裁判所と処分をした行

政庁の所在地を管轄する裁判所は，通常，同一裁判所になるものと思われる。また，

特定管轄裁判所の規定は適用されない。

例えば,青森県知事がした県民Aに対する処分の取消訴訟の場合は，青森県の普通

裁判籍は青森県であり， また，処分をした行政庁（県知事）の所在地も青森県である

から，青森地方裁判所が管轄する。この際,特定管轄裁判所の規定の適用がないので，

原告住所地を基準とし仙台高等裁判所所在地を管轄する仙台地方裁判所が通常管轄す

ることはない（もっとも，合意管轄や応訴管轄により管轄が生じる場合も考えられな

いわけではない｡)。
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管轄を定める基準 基準地 管轄裁判所

(a) 被告の普通裁判籍 東京都 東京地裁

(b) 処分等をした行政庁の所在地 三重県 津地裁

(c) 対象不動産等の所在地 なし

(d) 事案処理に当たった下級行政機関の所在地 なし 一

(e) 原告の住所地 三重県 名古屋地裁※

管轄を定める基準 基準地 管轄裁判所

(a) 被告の普通裁判籍 ， 東京都 東京地裁

(b) 処分等をした行政庁の所在地 福岡県 福岡地裁

(c) 対象不動産等の所在地 なし

(d) 事案処理に当たった下級行政機関の所在地 鹿児島県 鹿児島地裁

(e) 原告の住所地 鹿児島県 福岡地裁※



1
管轄裁判所管轄を定める基準

被告の普通裁判籍

処分等をした行政庁の所在地

対象不動産等の所在地

処理に当たった下級行政庁の所在地

原告の住所地

基準地

青森県

青森県

なし

なし

青森県

青森地裁

青森地裁

④
｜
⑥
一
⑤
｜
⑪
｜
⑤

－

凸

不適用※

※地方公共団体を被告とする本事例の場合には特定管繍裁判所の規定（法12条4項）は適用さ

れない。

ウ独立行政法人等が被告の場合

独立行政法人等については，被告が国の場合と同様，特定管轄裁判所の規定（法

12条4項）の適用がある。したがって，当該独立行政法人等の主たる事務所の所在

地を管轄する地方裁判所，処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所のほか，

特定管轄裁判所も管轄することになる‘

例えば，福井県に住所を有する者が，東京都に主たる事務所を有する独立行政法人

の情報公開請求の不開示決定に対する取消訴訟を提起する場合には，東京地方裁判所

が管轄を有するほか，原告の住所地を基準として名古屋地方裁判所も管轄する。

｛

具体的な所在地｜ 管轄裁判所

東京都 東京地裁

東京都 東京地裁

なし

なし

福井県 名古屋地裁※

管轄を定める基準

被告の普通裁判籍

処分等をした行政庁の所在地

対象不動産等の所在地

事案処理に当たった下級行政機関の所在地

原告の住所地

④
｜
⑪
｜
⑤
｜
④
一
⑤

※この事例の場合には，原告住所地が福井県であることから，名古屋高等裁判所の所在地を管轄

する名古屋地方裁判所が特定管轄裁判所となる（法12条4項)。

’ ’
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(4) 専属管轄による例外注s

今回の改正では，例えば，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律85条，

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律57条などの専属管轄の定めは特に

変更されていない。したがって，公正取引委員会の審決取消訴訟や公害等調整委員会

の裁定取消訴訟などについては， これまでと同様，個別法が定める裁判所が管轄する

ことになる（管轄の特例については，別添資料「管轄についての特則等の規定例」参

照)。
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■ (5) 特定管轄裁判所からの移送（法12条5項）

ア総説

特定管轄裁判所が設けられたことに伴い，改正法は，一定の場合に，特定管轄裁判

所から他の裁判所に訴訟の全部又は一部を移送できることとした(法12条5項） 注6．

I

●
イ要件

特定管轄裁判所が，法12条5項により移送するためには，次の要件が必要である。

（ｱ）特定管轄裁判所に取消訴訟（他の抗告訴訟にも準用，法38条1項）が提起され

た場合であること

（ｲ）他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る

抗告訴訟が係属している場合であること

I

Ｊ
１

１
－

注5管轄規定の不適用による例外

労働組合法27条の19第2項（同条3項で準用されていることにも注意）は，法12条3項（事

案の処理に当たった下級行政機関の規定)， 4項（特定管轄裁判所の規定)， 5項（特定管轄裁判所の

移送規定）を適用しない旨を定めている（※)。

したがって，中央労働委員会の救済命令に対する取消訴訟は，法12条1項により東京地方裁判所

が管糖する。また，同様の定めとして，逃亡犯罪人引渡法（昭和28年法律第68号） 35条2項が

あり， 同法の処分について，法12条4項及び5項を不適用としている。
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※平成16年に成立した労働組合法の一部を改正する法律（平成16年法律第140号）により，従前行政事件

訴訟法による管轄の規定の不適用を定めていた労働組合法27条7項の規定は，同法27条の19第2項として
規定された．

‐~~~~~~~~~ｱｰｰｰｰｰ…~~~…~…~=…~~~~~~….~~……~…….…..….…~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…~…~~~…1
1労働組合法第27条の19 （取消しの訴え）
I 1 (")

： 2使用者は，第27条の15第1項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは，その申：

I 立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ，取消しの訴えを提起することができる．この訴I
； えについては，行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号)､第12条第3項逆ら第5項ま垣の規定は, 1
1 適用しない。

1 3前項の規定は，労働組合又は労働者が行政邪件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えにつ1
1 いて準用する。

（下線部分は改正法施行により，労働組合法の一部を改正する法律附則16条により加入される部分） ：
!_､._______....､.......___j_........__.____._.. .. ､.___.._______________..____________________.._..........,.__→__‐‐‐‐‐__‐‐‐_‐‐‐_‐_‐！

注6情報公開翫舩における特則

行政機関の保有する情報の公開に関する法律21条1項及び独立行政法人等の保有する情報の公開

に関する法律21条1項は，不開示決定取消訴訟等（義務付け訴訟等にも準用されている｡）が特定管

轄裁判所に提起された場合につき， 「同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る」訴訟であれば，当

該他の裁判所又は法12条1項から3項の管轄裁判所に移送することができるとして，法12条5項

よりも緩やかな要件を定めている。

－5－



(ｳ）当事者の住所又は所在地，尋問を受けるべき証人の住所，争点又は証拠の共通性

その他の事情を考慮して，移送をすることが相当と認められること

ウ移送先

法12条5項により移送できる先の裁判所は，次のとおりである。

（ｱ）事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係

属している他の裁判所

（ｲ）法12条1項から3項までに定める裁判所

エ 「事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決」

どのような場合に「事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決」

といえるかについては議論があるが，法13条の関連請求の移送規定に加えて当該規

定が設けられたことからすれば，関連請求の範囲よりも広く解してよいのではないか

との意見が有力である（改正行訴執務資料51頁参照)。

具体例としては，以下のようなものが考えられるとされている（小林．行訴法

250頁参照)。

①ある年度の租税の更正処分取消訴訟提起後，原告が転居した等の事情により，

・これと争点を同じくする別年度の租税の更正処分取消訴訟が別の地方裁判所に提

起された場合

②同一の争議行為への参加を理由とする複数人の懲戒処分につき，複数の地方裁

判所に当該処分の取消訴訟が提起された場合

③同一の記録に係る複数人からの私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

槌69条による閲覧申請に対して§同一の理由により却下処分がされた場合

’

オ留意点

移送規定としては，法12条5項のほかにも，民訴法17条（法7条）や法13条

があり，それぞれ要件及び効果が異なる（下表参照)。したがって，書記官としては，

移送申立てがあった場合,それがどの規定に基づくものかを確認することが望ましい。

{ﾉ’ 移 送 先条 文 要

法12条5項
（特定管輔裁判所か

ら他の裁判所等への
移送）

①覗実上及び法律上同一の原因に
基づいてされた処分又は裁決に
係る抗告訴訟が係属している他

の裁判所

②法12条1項から3項までに定
める澱判所

ア特定管轄裁判所に取消飯訟（他の抗告斫舩にも単用，法38条

1項）が提起された鳴合であること
イ他の裁判所に郡実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処
分又は載決に係る抗告脈訟が係属している場合であること
ウ当耶者の住所又は所在地，尋問を受けるべき証人の他所，争点
又は脈拠の共通性その他の事情を考腫して，移送をすることが相
当と認められること

民訴法17条 当馴者及び尋問を受けるべき証人の住所，使用すべき検柾物の所在

地その他の事冊を考慮して，訴訟の著しい遅沸を避け，又は当耶者
llllの衡平を図るため必要があると認められること

他の管輔職判所

１
１
１

法13条
（関連鮒求係属裁判
所から取消斫訟係属
裁判所への移送）

ア取消脈訟（他の抗告脈訟にも準用．法38条1項）と関連諦求

に係る翫訟とが各別の裁判所に係属する場合であること
イ相当と閉められること

取消訴訟の係属する裁判所

（ただし．取消訴訟又は関連舗求
に係る所訟の係属する裁判所が高
等裁判所である湖合は不可）

1 1
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2原告適格

(1)改正の概要

原告適格の問題は，主として処分等の名あて人以外の者が行政処分の取消訴訟を提起

する場合に問題となる（処分等の名あて人が取消訴訟を提起する場合には，原則として

原告適格があると解されている｡)。

今次改正では，改正前法9条の文言自体は変更されずに法9条1項とされ，同条2項

において裁判所が原告適格の判断をするに当たって考慮すべき事項が法定された。すな

わち，裁判所は，処分又は裁決の相手方以外の者について取消訴訟の原告適格の要件で

ある法律上の利益の有無を判断するに当たっては，当該処分又は裁決の根拠となる法令

の規定の文言のみによることなく,.①当該法令の趣旨及び目的並びに②当該処分におい

て考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとし， こ.の場合において，当該法

令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては，③当該法令と目的を共通にする関係法令が

あるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし，当該利益の内容及び性質を考慮す

るに当たっては，④当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害

されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案する

ものとされた（法9条2項)。

●

(2) 留意点

原告適格に関する解釈上の問題点等は改正行訴執務資料17頁以下を参照されたい。

なお，今後，原告が自らの原告適格を基礎付ける関係法令等の主張を訴状等においてす

ることが増えると予想されるが，そのような関係法令等には六法全書に掲載されていな

いようなものや，すでに改正されている場合などがあるので，書記官としては，裁判官

との連絡を密にとり，必要に応じて関係法令の調査を行うことが適当であろう。

の

－
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3被告適格

(1) 改正の概要

ア取消訴訟の被告適格者の変更（法1 1条）

被告適格を有する行政庁を特定する原告の負担を軽減するため，取消訴訟の被告適

格者について次のように定められた注'。ただし，個別法で特定の行政庁が被告と定め

られているものについては， これらの行政庁が被告となる。注2

（ｱ）国又は公共団体に所属する行政庁が処分等をした場合（法1 1条1項）

処分等をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする。ただし，処分等が

あった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは，当該他の行政庁の

所属する国又は公共団体を被告とする。

（ｲ）国にも公共団体にも所属しない行政庁が処分等をした場合（法1 1条2項）

独立行政法人それ自体が行政庁として処分等をした場合など，国にも公共団体に

も所属しない行政庁が処分等をした場合には，当該行政庁を被告とする。樫3

（ｳ） （ｱ)及び(ｲ)によっても被告適格者が定められない場合（法11条3項）

（ｱ)及び(ｲ)によっても被告適格者が定められない場合には，処分等に係る事務の

帰属する国又は公共団体を被告とする。

（ｴ）処分等をした行政庁の記載

（ｱ)及び(ｳ)の場合，原告は，処分等をした行政庁を訴状に記載すべきものとされ
ている（法11条4項)。ただし， これは訓示規定であるとされている。被告とさ

れた国又は公共団体は，提訴後遅滞なく処分等をした行政庁を明らかにしなければ

ならない（法11条5項)。

ト
‐
Ｉ

※改正法施行後の被告は次頁の図のようになろう。

注1 他の行政訴訟への準用

法11条の規定は，法38条1項により取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されている。また，民衆訴

訟及び機関訴訟に関しては，法43条1項により処分等の取消しを求めるものについて，法43条2

項， 38条1項により処分等の無効確認を求めるものについて，それぞれ準用されている。例えば，
地方自治法242条の2第1項の住民訴訟のうち，同項2号所定の請求については地方公共団体を被

告として提起することとなる（これに対し，同項1号， 3号及び4号所定の各請求については当該各

号の規定が被告適格者を当該地方公共団体の「執行機関又は職員」と定めている｡)。

注2被告を定めた個別法の規定がある場合

このような例外については，別添資料「被告適格についての特則等の規定例」にその主なものを掲

げているので参照されたい。

注3理事長など独立行政法人等の一定の機関が行政庁として処分をする場合には，その行政庁が所属

する独立行政法人等が法11条1項にいう「行政庁の所属する公共団体」として被告適格を有するこ

とになる（小林・行訴法229頁)。
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(図）

改正行政事件所舩法により被告となる者

|砺轡蕊’
脈状の受
理

｜賀…陰｜
▲／〆、▲

|蕊繍｜ ｜婁撚蕊’

当事者訴舩

突貫的当事
者訴訟

|…" ’抗告阪舩 喧劉
＝／へ、~▲

民衆所舩
又は機関
脈訟

左記以外のも
の

●

W

当肢国又は公共
団体(地方公共団
体につき代表者
の定めのある坦
合あり。別添費料
参照）

細分行政庁

（独立行政法
人･揃定法人
特殊法人等）

訴隣物たる
櫨利関係の
当事者

事務の帰属す
る国又は公共
団体

各個別法に
規定された
者

各個別濫に
規定された行
政庁

イ行政庁の訴訟追行権

法11条6項は，処分等をした行政庁に裁判上の一切の行為をする権限（訴訟追行

権）を認めている。その訴訟法上の地位は，商法上の支配人（商法38条1項）等と

同様，法令による訴訟代理人であると考えられる（改正行訴執務資料60頁参照)。

なお，処分等をした行政庁が国に所属する場合には，権限法の適用により，当該行

政庁は法務大臣の指揮を受ける（権限法6条1項)。

(2)処分等をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合（法1 1条1項）

ア 「所属」について

（ｱ） 「所属する」とは，国家行政組織法の解釈上，処分等をした行政庁が機関として

どの行政主体に帰属するかということである。注4

（ｲ）行政庁がどこに所属するか

処分等をした行政庁がどこに所属するか明らかでない場合，行政機構図（財団法

人行政管理センター発行）で国の機関をチェックすることができ，また，総務省の

ホームページ(http:"www.soumu.gojp/)の「電子政府の総合窓口」から同様のもの

を見ることができる。同じホームページから法令の文字列検索をすることもできる

ので，処分等をした行政庁の名称を入力して検索すれば，関連する各省庁の設置法

などが分かり，所属が判明することもあると思われる。

①

注4橋本博之・解説改正行政事件訴訟法（平16．弘文堂） 108頁参照。
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イ 「公共団体」について

公共団体の定義規定は置かれていないが， ここにいう「公共団体」とは地方公共団

体に限定されるわけではなく，行政庁が帰属する団体（法主体）で国以外のものがこ
れに含まれるものと思われる。

ウ具体例（労働委員会の救済命令に対する取消しの訴えの場合）

中央労働委員会の救済命令に対する取消訴訟の場合，改正前は処分をした行政庁で

ある中央労働委員会を被告として訴えが提起されていた。改正後は，中央労働委員会

は国に所属する機関であるから（国家行政組織法3条4項，別表第1，厚生労働省設

、置法25条2項)，被告は国となる。当事者の表示の記載としては後記エ(ｱ)のよう
になる注5．

一方，地方労働委員会の処分の取消訴訟については，同委員会は都道府県の機関で

ある（地方自治法180条の5第2項）から，当該委員会が所属する都道府県が被告

となる。なお，改正法附則13条，労働組合法27条の23第1項により同委員会が

都道府県を代表する点に注意が必要である注6。この場合の送達場所については，送達

事務の項（本書42頁以下）を参照されたい。

| ’

一

注5管轄については本書5頁注5で述べたとおり，改正前と同様に束京地方裁判所が唯一の土地管轄
を有する裁判所となるように労働組合法の整備がされている。

注6地方労働委員会（平成17年4月1日から都道府県労働委員会）が都道府県を代表する旨の特則
は，改正法附則13条が労働組合法の一部を改正する法律（平成16年法律第140号）附則16条
によって改正されたことにより， 「労働組合法27条の2」から「労働組合法27条の23第1項」に
改められている。

「‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐一‐‐‐‐‐一‐’
1労働組合法27条の23 （抗告訴訟の取扱い等）

| ］都道府県労働委員会は‘その処分(行”件訴訟法第3条第2項に規定する処分をいい,第24条の2第5 1
1 項の規定により公益委員がした処分及び同条第6項の規定により公益を代表する地方澗整委員がした処分をI
I 含む。次項において同じ｡）に係る行政事件訴訟法第11条第1項（同法第38条第1項において噸用する場1
1 合を含む。次項において同じ｡）の規定による都道府県を被告とする脈訟について，当該都道府県を代表する。 ！
’2 （略）
－－－1■■Ⅱ■■一ーーーU■■一一一一一一一一一一一一一ｨ■■－－－ーーｰ一一一一一一一一一q■■Ⅱ■■一一一ｰーｰーー｡■■－■■、一一一一一一一』■■1■■一一一一q■■一一一q■■一一
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エ当事者の表示の記載例

（ｱ）被告が国の場合

東京都千代田区霞が関1－1－1

被 告 国

上記代表者法務大臣 ○○○○

処分行政庁注7 中央労働委員会

上記委員会代表者委員長 ○○○○注8注9

(ｲ）被告が地方公共団体の場合

東京都新宿区西新宿2－8－1

被 告 東京都

上記代表者知事 ○○○○

処分行政庁 東京都○○都税事務所長○○○○●

(ｳ）被告が地方公共団体の場合（個別法により行政庁が代表者となる場合）

甲府市丸の内1－6－1

被 告 山梨県

上記代表者兼処分行政庁 山梨県公安委員会注10

上記委員会代表者委員長 ○○○○

注7 「処分をした行政庁」ではなく 「処分行政庁」と記載したのは，義務付け訴訟などの場合は処分が

まだされておらず，処分をした行政庁とは表記できないためである。裁決の場合は「裁決行政庁」と

いう記載が考えられよう（以下同じ)。

注8処分等をした行政庁が合議制の機関であるような場合，法11条6項の訴訟追行権は当該機関に

帰属するとしても，実際はその代表者が訴訟行為を行うことになるので，当該代表者が訴状に記載さ

れていることが望ましい。したがって，訴状に処分等をした行政庁（合議制の機関）の代表者の記載

がない場合には，書記官としては，原告にこれを記載するように促すのが相当であろう。

特に，処分等をした行政庁が被告の代表者となる場合（エ(ｳ)のような都道府県公安委員会や固定資

産評価審査委員会がした処分等の取消訴訟の場合など)，当該行政庁の代表者は訴状の受送達者となる

ので（本書44頁参照)，当該行政庁の代表者の記載がない場合にはその記載を強く促す必要があろう。

注9判決書について，処分等をした行政庁が訴訟追行に関与した場合，これを判決書の当事者柵に記

載することが適当であると思われるが（改正行訴執務資料60頁)， これが合議制の機関である場合に

は，実際に訴訟行為を行う者は当該機関の代表者であることから，当該機関と併せて判決書に記載し

ておくことが望ましいといえよう。

注10地方公共団体を被告とする訴訟についての代表の定め

地方自治法等の個別法により地方公共団体の長から独立した地位を認められている委員会等につい

ては，その独立性を担保し，地方公共団体の長の包括的統括権限から独立した訴訟追行が可能となる

よう，当該委員会等が地方公共団体を代表する旨が定められている（別添資料「地方公共団体を被告

とする訴訟について代表の定めのある規定｣.参照)。上記事例は改正法附則30条により改正された警

察法80条により，公安委員会が代表する場合を記載したものである。

⑥
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(3)処分等をした行政庁が国にも公共団体にも所属しない場合（法1 1条2項）

処分等をした行政庁が，独立行政法人，特殊法人，指定法人などの場合が考えられ

る。この場合の当事者の表示の記載は改正前と同様である。

被告が独立行政法人の場合注'］

東京都目黒区駒場2－19－23

被 告 独立行政法人大学入試センター

上記代表者理事長 ○○○○

ア

注1 1 独立行政法人について

独立行政法人とは独立行政法人通則法及び個別法により設立される法人（独立行政法人通則法2条
1項）をいう。法人を代表する定めとして独立行政法人通則法19条1項があり，同法25条で代表
権を有しない役員又は職員のうちから，当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判
外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるとされている。本文中の例では， この場
合の個別法とは独立行政法人大学入試センター法（平成11年法律第166号）をいい，同法2条で
法人の名称を独立行政法人大学入試センターとし，同法7条1項でその長である理事長をおくと規定
している。独立行政法人の具体例については行政機構図に一覧表があり，総務省のホームページから

見ることもできる。
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イ被告が特殊法人の場合漣12

、 東京都千代田区霞が関1－3－2

被 告 日本郵政公社

上記代表者総裁 ○○○○

ウ被告が指定法人の場合注'3

東京都△△区△△○丁目○番○号

被 告 財団法人○○建築センター

上記代表者（代表）理事 ○○○○

(4)被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合（法1 1条3項）

処分行政庁が法令の改正などにより，その権限を失い，又は行政庁そのものが廃止

され，かつ，その権限を承継した行政庁もない場合が考えられる（小林・行訴法22

8頁)。この場合には，当該処分等に係る事務の帰属する国又は公共団体が被告とさ

・れる。このため，当事者の表示についてはその被告に応じて記載される。例えば事務

の帰属先が国の場合には，前記(2)エ(ｱ)と同様の記載となる。

●

(5)行政庁の記載について（法1 1条4項）

ア法11条4項は，同条1項又は3項の規定により国又は公共団体を被告として取消

訴訟を提起する場合には，訴状に処分等をした行政庁を記載するものとした注'4注'5 ．

ただし， これは訓示規定であるとされている注'6．処分等があった後に当該行政庁の

権限が他の行政庁に承継された場合には，法11条1項かっこ書により，当該他の行

注12特殊法人について

特殊法人とは法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立

すべきものとされる法人（総務省設置法4条15号）をいう。本文中の日本郵政公社は， 日本郵政公

社法により設立され，代表者の定めとして同法11条1項があり，代理人の選任について同法17条

に規定がある。その他の特殊法人の例については独立行政法人と同様の方法で見ることができる。

資格証明書は，登記簿謄抄本である（同法5．条，独立行政法人等登記令（昭和39年政令第28
号） 2条，別表)。

注13指定法人について

行政事務の執行に際し，主務大臣又は国の機関としての都道府県知事等が個別の法令等に基づき，

法人や事業を指定し，特定の法人に事務の委託を行うような場合がある。その場合の指定された当該

法人を指定法人という。本文中の事例は建築基準法77条の18以下で規定される「指定確認検査機
関」に当たる法人である。

注14法11条4項の趣旨等

、 この規定を設けた趣旨は，①被告の円滑かつ迅速な訴訟対応，②新設された釈明処分の特則の制度

（法23条の2）の円滑な運用，③判決の拘束力が及ぶ「関係行政庁」 （法33条参照）の早期の明確

化等のためであるとされている（小林・行訴法232頁)。

注15不作為の違法確認の訴えや義務付けの訴えの場合は処分等をすべき行政庁を，差止めの訴えの

場合は処分等をしようとしている行政庁を記載することとなろう。

注16行政訴訟検討会での検討では原告の不利益にならないようにすべきであるとされ，法務委員会

の政府参考人の答弁でもこの記載を誤った場合に原告に不利益は生じないということで一貫している。

④

ー
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政庁を記載することになると解される（小林・行訴法232頁参照。反対，宇賀克也
・改正行政事件訴訟法（平16．青林書院） 59頁)．
また，被告にも,遅滞なく処分等をした行政庁を明らかにする義務が課されており
（法11条5項)，特に支障がなければ，通常は答弁書で明らかにされるものと思わ
れる（小林・行訴法233頁)。

’

イ処分行政庁を記載する場所については，前記(2)エの具体例のように，当事者の表
示に明確に記載されているのが望ましい。ただし，条文上特に記載方法の定めはない
から，請求の趣旨や請求の原因に処分等をした行政庁が記載されているだけでも差し
．支えないと考えられる。

ウ訴状に処分行政庁の記載がない場合には，処分の決定書や裁決書等に基づいてこれ
を記載するよう原告に促すことになろう。ただし,法11条4項は訓示規定でもあり，
処分の日時や内容をもって処分が特定できる場合等には,被告による行政庁の特定(法
11条5項）が可能なので，訴状に処分行政庁を記載させるよう固執する必要はない
と思われる。

’ (6) 国又は公共団体を被告とすべき場合に誤って行政庁が被告とされている場合
被告を誤って訴えの提起がされた場合，訴状送達前で，かつ，出訴期間を徒過してい
ないような場合であれば表示の訂正で足りるから（訴状訂正があった場合の出訴期間の
考え方として,最高二小昭58 7 15判,民集37巻6号869頁,実務的研究7
7頁参照)，できるだけ迅速に訴状の記載をチェックし，もし記載が誤っていればこの
時点で正しい被告を表示するよう原告に促すべきであろう。
他方，訴状送達前であっても，被告とすべき者の記載の誤りに気付いた時点ですでに
出訴期間を徒過している場合には，出訴期間の起算点について慎重な判断を要すること
があるので（前掲最判参照)，訂正の日付が記録上判別できないような訂正の方法（訴
状を直接訂正するなど）は不適当であり，裁判官とよく相談して個別に対応を検討する
必要があろう。

なお，訴状送達後は，被告との間で訴訟係属が生じるので，法15条の被告の変更に
よるべきこととなる。ただし，誤って被告を行政庁と表示した訴状が提出された場合で
あっても訴状の記載全体から国又は公共団体を被告とする趣旨であると解し得るなら
ば，表示の訂正で足りよう（改正行訴執務資料53頁参照)。

（7）訴えの変更について

行政訴訟において，訴えの変更がされるケースとしては，①法19条1項による請求
の追加的併合（及び旧訴の取下げ)，②法21条1項による損害賠償請求等への変更，
③民訴法143条による場合がある。法11条の改正により，原則として被告が国等の
行政主体になることから，訴えの変更がしやすくなるという考え方が立法時の国会審議
の中で述べられている（平成16年5月7日衆議院法務委員会における早川忠孝委員の
質問に対する政府参考人の答弁など。同年6月1日の参議院法務委員会における園部逸
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夫参考人の意見も同趣旨と思われる｡)。

なお，上記①から③の各手続について，実務的研究247頁以下に従ってまとめると

次の表のようになろう。

1

要 件 備 考根拠条文

・基本となる取消訴訟及び関連諮求に係る訴えがと

もに適法であること

・追加的に併合する請求が，従来の取消請求の関連
講求に該当する請求であること

・基本となる取消訴訟及び関連謂求に係る訴えにつ

いて当該裁判所に管轄権があること

・追加的併合の申立てが基本となる取消訴訟の口頭

弁論の終結の時までになされること

・客観的追加的併合でも

主観的追加的併合でもよ

い。

・追加する請求は民事上

の諮求でもよい。

法19条1項

、

● ・係属する取消訴訟は，

訴訟係属後の事情により

不適法になったものばか

りでなく， 当初から不適

法なものであってもよい。

・取消訴訟が係属していること

・変更後の請求の被告が当該処分又は裁決に係る事

務の帰属する国又は公共団体であること

・諦求の基礎に変更がないこと

・裁判所が変更を相当であると認めること

法21条1項

・新旧の請求は同種の訴

訟手続によることが必要

である(民訴法136条)。

． |日訴が適法であること

は要件ではない。

・被告の変更を伴う訴え

の変更は許されないとす

るのが多数説である。

･旧訴と新訴との間に請求の基礎に変更がないこと

．著しく訴訟手続を遅延させないこと

ざ口頭弁論の終結前であること

民訴法143条

上記のように，訴えの変更といっても，その根拠条文により要件が異なってくること

から，書記官としては，訴えの変更の申立書が提出された場合，どの根拠条文に基づく

ものであるかを確認し，不明である場合にはこれを明確にするよう促すことが必要であ

ろう。

なお,改正法施行前は,取消訴訟と当事者訴訟では被告となる者が異なっていたため’

民訴法143条による変更はできないと解されていたが，改正により取消訴訟について

も行政主体が被告となるため，改正法施行後は，取消訴訟と当事者訴訟との間でも同条

による訴えの変更が認められる可能性がある点に注意が必要である。他方，取消訴訟と

民事訴訟（国家賠償など）では民訴法136条にいう「同種の訴訟手続」とはいえない

ため，被告が同じでも同法143．条による訴えの変更はできないと考えられる。
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